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（参考）採択案件の類型について

• 第１回、第２回、第３回公募の採択案件の分類は以下のとおり。

類型１ 類型２ 類型３ 類型４ 類型５ 類型６

研究開発項目① ● ● ●※１

研究開発項目② ● ● ●※２
(a)のみは不可

研究開発項目③ ● ● ● ●

研究開発項目④ ● ● ● ●

研究開発項目⑤ ● ● ● ● ● ●

第１回採択（件） 5 0 0 1 0 0

第２回採択（件） 3 2 3 0 0 0

第３回採択（件） 5 0 0 0 0 1

合計 13 2 3 1 0 1

類型 5 及び類型 6 については、応募の際に下記の※1、※2 の条件をそれぞれ満たすことを求める。
※1：類型 5 として応募する場合は、研究開発開始後 1 回目の SG までに研究開発項目②～⑤の開発を行う企業テーマと共同で研

究を行うもしくは共同研究の見込みを示した上で、技術検証することを条件とし、条件を達成できない場合は研究開発を中止する。
※2：類型 6 として応募する場合は、微生物等の開発・育種のみの実施（研究開発項目②(a)＋研究開発項目⑤）は認めない。
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⚫ 第1回から第3回公募において、採択した案件で用いる「原料」と「製品出口」は下記のとおりとなっている。

⚫ 原料は、調達のサプライチェーンが既に構築されている食品残渣、木質の割合が高い。第３回公募におい
て、新たに廃棄素材が出てきたところ。

⚫ 製品出口は全体としては、素材、食品、燃料の割合が高いものの、バランスが整ってきている状況。
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（参考）採択案件における原料および製品のポートフォリオ

高機能繊維素材、タンパク質繊維、電子
キャパシタ材料、バイオ繊維、ゴム、建材等

細胞性食品・培地、動物性タンパ
ク質、ヘム鉄、機能性食品等

SAF、バイオディーゼル原油、
バイオガス

アミノ酸、バイオプラスチック

農業用展着材、飼料配合
剤、バイオスティミュラントN=18 N=37

※採択案件につき複数の製品出口の生産が想定されるため、Nは一致しない。

クラフト・古紙パルプ、ペー
パースラッジ、建築廃材、
製紙チップ、古紙

残渣、規格外澱粉

下水汚泥、生活排水

キャッサバパルプ

廃ボトル、廃棄衣料



⚫ 第1回から第3回公募において、２０件２,１５５億円（国費負担額）を採択し、事務費等の必要経
費を除くと、基金残高は約４５０億円。

⚫ 第３回公募以降も複数の事業者等から本基金における追加公募の要望や案件の相談が寄せられてい
るところ。

⚫ 基金残高も一定額あり、また複数の応募が見込まれることから、第４次公募を実施することとしたい。
※第３回公募時と同様の研究開発計画に基づき、公募予定。

⚫ 本事業の目的に鑑み、バイオ由来製品を作る事業においては、出口（製品の上市）を見据えた案件を
さらに重視して採択する予定。また、バイオものづくり産業の人材不足に備え、バイオものづくり産業人材
の底上げに資するプラットフォーム形成に関する事業の提案も受け付けたい（類型６）。

⚫ なお、基金３年ルール(令和６年４月２２日：行政改革推進会議)に則り、基金設置時に措置された
予算で実施する公募は今回が最後となる見込み。
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第４回公募の実施について

公募スケジュール（イメージ）
１２月～ 公募準備
１～２月 公募予告
２～３月 公募
３～４月 審査・採択決定
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（参考）TRL等に応じた官民の役割分担のあり方について

• プロジェクト実施企業等の経営者のコミットメントを効果的に引き出しつつ、プロジェクト

の成果を最大化していく上では、研究開発項目ごとに、基金による支援要否、委託事業／補

助事業の棲み分け、補助事業の場合 の補助率を適切に評価することが重要。
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実機実証時点で1/2補助へ移行

小規模実証時点で2/3補助へ移行

要素技術開発の開始時点は委託

企業自身の取組へ移行

【官民役割分担のイメージ（例）】【基本的な考え方】

※IEAのTRLに準拠し、有識者チェックにより妥当性を確認
（2:概念策定、3:概念実証、4:小規模実証、5:大規模実証向け要素技術開発、6:大規模実証、7:実機実証）

⚫ 原則として、TRL4※以上が主な対象

⚫ 実施者が非実施者よりも裨益する見込みが大きい研究開発事業は、原則、補助事業に
て実施し、委託事業は、①事業化まで10年以上を要する等、事業性が予測できない革新
的技術開発、②実施者自身の裨益が小さい協調領域・基盤領域の研究・評価・分析・調
査、のいずれかの場合に認められる」が基本的な考え方

⚫ 委託/補助（補助率）の判断は、機械的な当てはめではなく、事業の性質（リスク及びリ
ターン）も踏まえて総合的に判断すべきものであるが、TRL、商用化予定時期、の情報が
有効な判断材料となりうるのではないか

⚫ 社会実装を目指していく事業であるため、進展に合わせて補助事業へと移行することを基

本とし、事業リスク等を踏まえて補助率の逓減により実施者のコミットメントを高めること
が妥当か

⚫ その上で、プロジェクトの進捗や市場・技術の動向を見つつ、ステージゲートのタイミングにお
いて、柔軟に補助率を見直していくことが重要ではないか
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（参考）TRL (Technology Readiness Level）の活用

• NASAによって作られた、特定の技術の成熟度レベルを評価するために使用される指標。技

術の実用化段階に応じて、TRL1~9の技術成熟度レベルを設定。

• 航空機分野を中心に、国内外の政府や研究機関等で利用されている一方で、分野毎に基準や

浸透度が異なるため、実態を踏まえて有用性の高い分野で積極的に活用。
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